
 



 

 みなさんのまわりのおとなや 

学校ときょうりょくして， 

いじめをなくすためにみなさんを 

みまもっていきます。 

行います。 

市
し

や教育
きょういく

委員会
い い ん か い

は 

第４条 

 
いじめ対策

たいさく

推進室
すいしんしつ

 

いじめ問題
もんだい

対策
たいさく

連絡協
れんらくきょう

議会
ぎ か い

 

 みなさんのことをよくみて， 

いつもきにかけてくれます。 

 いじめやいじめかなとおもった 

ときは，先生や学校などに， 

そうだんしてくれます。 

おうちの人は 

第６条 

 みなさんがあんしんしてすごせる 

ように，みまもってくれます。 

 いじめをみつけたときは，学校などに 

れんらくしてくれます。 

ちいきの人は 

第８条 

 みなさんがあんしんして 

せいかつできるようにみまもります。 

 もしもいじめにあったときは， 

すぐにたすけます。 

学校は 

第５条 

ほかの人からなにかいわれたり 

されたりして，「いやだな」 

「つらいな」とかんじたら， 

それは「いじめ」です。 

いじめって？ 

 いじめをしないという，つよいきもちを 

もたなければなりません。 

 もし，いじめられたり，いじめをみつけ 

たりしたら，おうちの人，学校の先生など， 

まわりのおとなの人に，ゆうきをもって 

すぐにはなしましょう。 

みなさんは 

第７条 

 

裏表紙
うらびょうし

に条例
じょうれい

の文
ぶん

がのっています 

読
よ

んで確認
かくにん

しましょう 


